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告 示■

◎群馬県告示第１６４号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の規定により、次の区

域を急傾斜地崩壊危険区域に指定した。

令和元年１０月１５日

群馬県知事 山 本 一 太

楽山荘－１地区急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱１号から６号までを順次結んだ線及び標柱６号と１号を結んだ線に囲まれ

た土地の区域

標柱を設置した土地の地番

標柱番号 郡市 町村 地番

１ 桐生市 堤町一丁目 ２８１６番１

２ 同 同 同

３ 同 同 １９４８番４

４ 同 同 １９５８番１

５ 同 同 ２８１６番４８

６ 同 同 ２８１２番２４

この関係書類は、群馬県県土整備部砂防課及び群馬県桐生土木事務所において縦覧に供する。

公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

の申請があったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、同項に規定する定款等の書類を群馬県生活文化スポーツ

部県民生活課において縦覧に供する。

令和元年１０月１５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 申請のあった年月日 令和元年１０月２日

２ 特定非営利活動法人の名称 ＮＰＯ法人境いきいきアイ

３ 代表者の氏名 田中敏嗣

４ 主たる事務所の所在地 伊勢崎市境伊与久４７６番地３

５ 定款に記載された目的 この法人は、私たちの住む境地域の振興と文化の向上と、住みよい住環境を実現する

ために、より広い地域住民の知恵と力を結集し地域活性化を図ることを目的とする。

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

の申請があったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、同項に規定する定款等の書類を群馬県生活文化スポーツ
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部県民生活課において縦覧に供する。

令和元年１０月１５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 申請のあった年月日 令和元年１０月３日

２ 特定非営利活動法人の名称 ＮＰＯ法人地域創造マネジメント

３ 代表者の氏名 小林洋

４ 主たる事務所の所在地 利根郡みなかみ町小仁田５０６番地１

５ 定款に記載された目的 この法人は、利根沼田地域で、観光や農業の基幹産業を最大限に活性化させ生産年齢

人口の増加を図る事業を行い、地域の福祉・教育・インフラなどの発展に寄与することを目的とする。

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更

に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告

する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、申請に係る変更後の定款を群馬県生活文化スポーツ部県

民生活課において縦覧に供する。

令和元年１０月１５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 申請のあった年月日 令和元年１０月２日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人群馬わんにゃんネットワーク

３ 代表者の氏名 飯田有紀子

４ 主たる事務所の所在地 高崎市和田多中町３０３番地１

５ 定款に記載された目的 今日、日本はかつてないペットブームの中にあります。しかし、動物愛護の精神に於

いては、先進諸外国に大きく遅れを取っている事は否めません。２００６年６月には、動物愛護法が改正され、

動物への虐待や遺棄に対する罰則も強化されましたが、改正動物愛護法のより広くへの認知と共に、より一層の

動物愛護の精神を啓蒙する事が必要とされています。

この法人は、「動物の愛護及び管理に関する法律」・「群馬県動物の愛護及び管理に関する条例」の主旨に基

づき、動物愛護の精神の高揚を図り、人と動物の共生に配慮し、生命尊重・友愛及び平和の情操の涵養に資する

為、営利を目的とせず、地域住民に対して動物愛護及び動物の生存権の庇護に関する動物愛護精神を啓蒙・啓発

・高揚に導く各種事業を行い、動物の遺棄・虐待を防止し、動物と飼い主・地域住民とのより良い暮らしを応援

する為の情報提供・啓発活動に努め、見捨てられた動物たちの譲渡支援にも取り組み、動物たちと地域住民が共

に生きる住み良い街作り及び環境の保全に努めると共に、子供たちへの命の大切さ・動物愛護への気風を招来し、

動物への理解と愛護の精神を広め、もって不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする。

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同法第１８条第１６項の規定により次のと

おり土地改良区連合役員の就任の届出があったので、同法第８４条において準用する同法第１８条第１７項の規定

により公告する。
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令和元年１０月１５日

群馬県知事 山 本 一 太

理 事
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

渡良瀬川上流 理 事 再 任 新井章夫 太田市西長岡町６０４番地

同 同 石原康男 同 北金井町４２１番地

同 同 小林 男 同 藪塚町８２０番地

同 同 小島秀一 同 同 １７２３番地

同 同 藤生博 同 同 ２６８３番地

同 同 塚田健一 同 山之神町５４５番地３

同 同 金子久夫 同 大原町３５１番地２

同 同 松永元男 同 大久保町８８番地３

同 同 武井章 みどり市笠懸町阿左美１３８７番地

同 同 大澤貞雄 同 笠懸町鹿３８４７番地

監 事 同 高木信行 桐生市相生町二丁目８２９番地１

同 同 伊藤修一 太田市山之神町６３番地１

同 同 須藤喜代志 みどり市笠懸町阿左美１３２０番地

桐生都市計画道路について、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定により変更するに

当たり、当該都市計画の県原案を次のとおり定めた。

令和元年１０月１５日

群馬県知事 山 本 一 太

都市計画道路中３・６・３５号新桐生南線を廃止する。

群馬県都市計画公聴会規則（昭和４５年群馬県規則第８５号）第２条第１項の規定により、桐生都市計画道路に

係る公聴会を次のとおり開催する。

令和元年１０月１５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 開催期日及び場所 令和元年１１月８日（金）午後１時３０分から 桐生市役所６０５会議室

２ 作成しようとする都市計画の案 桐生都市計画道路の変更に係る都市計画の案（都市計画原案は、群馬県県土
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整備部都市計画課、群馬県桐生土木事務所及び桐生市都市整備部都市計画課において、令和元年１０月１５日

（火）から同月２９日（火）まで閲覧に供する（ただし、群馬県の休日を定める条例（平成元年群馬県条例第１

６号）第１条第１項に規定する休日を除く。）。）

３ 公述の申出 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、住所、氏名、年齢、職業、電話番号並びに都市計

画案についての利害関係及び意見の要旨を記載した書面（別記様式）により、令和元年１０月２９日（火）まで

に下記に到着するよう提出すること。

〒３７１－８５７０ 前橋市大手町一丁目１番１号 群馬県県土整備部都市計画課

４ 公述人の選定 公述人は、前記によってあらかじめ申し出た者のうちから知事が選定し、その旨を通知する。

なお、公述時間は、１０分以内とする。

５ その他 公述の申出がなく、公聴会を開催しない場合は、公聴会開催予定日の１週間前に群馬県県土整備部都

市計画課、群馬県桐生土木事務所、桐生市都市整備部都市計画課及び公聴会の開催予定の場所に掲示する。

６ 公聴会の問合せ先 群馬県県土整備部都市計画課 電話０２７－２２６－３６５４

別記様式

桐生都市計画道路の変更（３・６・３５号新桐生南線の廃止）に関する公述申出書
年 月 日

群馬県知事 山本 一太 あて

令和元年１０月１５日付け群馬県報に登載された桐生都市計画道路の変更に係る都市計画の県原案に対し
て、次のとおり意見を述べたいので申し出ます。

１ 公述申出人 住所 電話番号
氏名 印 年齢 職業

２ 都市計画案に係る利害関係（関係市町村の住民等は、記載不要）
３ 意見の要旨（別紙のとおり）

「意見の要旨」作成上の注意

Ａ４判４００字詰め原稿用紙１枚程度とし、横書きとすること。
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